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船舶内工務・作業に関する事故防止対策について

かねてより労働安全衛生行政や海事行政など厚生労働省及び国土交通省の施策に関し

て御理解及び御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

船舶内工務・作業に関する事故防止対策の検討のため、昨年9月以来、貴団体から委

員の御参加をいただき開催されてきた「船舶内工務・作業に関する事故防止対策検討委

員会Jにおきましては、去る 3月 31日の第 5回会合を経て検討結果のとりまとめが行

われ、本臼、その内容が公表されたところです。

その中では、「船舶内工務-作業類型ごとの安全管理マニュアルj や「モデル情報伝

達ルートj の作成等が行われるとともに、貴団体等に対して、それらの傘下会員等への

分かりやすい周知等及び「船舶内工務，作業に係る事故やインシヂントの事例データの

収集-整理j、「高齢作業者の豊富な知見の安全面への計画的な活用Jなどの事項が提言

されております。(詳細は「検討結果とりまとめj (本文)等をご参照ください。)

つきましては、貴団体におかれましては、今回の検討の趣旨を踏まえ、 f検討結果と

りまとめJ中の次の事項のような船舶内工務・作業に関する事故防止対策について、貴

団体や貴業界の実情に応じた適切な方法及び範囲で、より一層推進して下さいますよう

お腰い申し上げます。



o r船舶内工務・作業類裂ごとの安全管理マニュアルJの内容を参考に、必要に応じ

て既存の安全管理マニュアルを船舶特有の観点を加えて再編集等をしたよ、適切な手

段により、船舶内工務・作業の安全確保についての必要事項を傘下会員や作業者等へ

周知。

o rモデル情報伝達ルートJの内容を参考に、船舶内工務，作業に係る発注側，受注

側双方の各関係者において、必要な安全(危険)情報の現場への確実な周知のために果

たすべき役割を適切に実施することを確保。

O 今般の「船舶内工務・作業に係る事故やインシデン卜の事例データJの収集・整理

を契機に、引き続き、このデータの追加・充実や整理などを行いつつ、傘下会員や作

業者等が当該デ タを共有することを通じて船舶内工務・作業の危険性をより認識す

るような仕組みづくりを検討。

o rベテラン作業者が他の人に効果的に教育をするための技能を習得できるシステムj

など、高齢作業者の豊富な知見や経験を業界全体や傘下会員(会社)全体の安全性向

上へと計画的に活用するための体制づくりについて、賞業界の実情に応じて検討。

O 必要に応じて、一般的な「危険予知訓練」などを導入する等、船舶内工務-作業の

事故防止に資する他の施策を適切に実施。

また、以上の対策に係る今後の当局との連携・調整につきましでも、引き続き、御協

力を賜りますようお願い申し上げます。
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